
村
に
通
知
す
る
。

　

問
題
は
、
県
が
一
体

ど
う
や
っ
て
各
町
村
の

配
分
額
を
決
め
て
い
る

の
か
と
い
う
こ
と
。
市

町
村
課
は
「
算
定
項
目

な
ど
を
総
合
的
に
勘
案

し
て
配
分
額
を
決
め
て

い
る
」と
説
明
す
る
が
、

「
配
分
額
を
決
め
る
マ

ニ
ュ
ア
ル
な
ど
は
あ
る

の
か
」と
質
問
す
る
と
、

「
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
な

い
」
と
の
回
答
だ
。

　
「
配
分
額
は
知

　
「
配
分
額
は
知

事
が
裁
量
で
決

事
が
裁
量
で
決

め
て
い
る
」
と

め
て
い
る
」
と

県
Ｏ
Ｂ

県
Ｏ
Ｂ

　

町
村
へ
の
配
分

額
決
定
方
法
に
つ

い
て
、「
算
定
項
目

な
ど
を
総
合
的
に

勘
案
し
て
配
分
額

を
決
め
て
い
る
」

と
の
一
点
張
り
で

具
体
的
な
意
思
決

定
過
程
や
手
順
に

つ
い
て
明
言
を
避

け
る
市
町
村
課
の

担
当
者
。
県
Ｏ
Ｂ

は
「
担
当
者
が

言
え
な
い
の
は

当
然
。
知
事
が

恣
意
的
に
決
め

て
い
る
か
ら
で

す
よ
」
と
喝
破

す
る
。

　
「
特
別
交
付
税

は
基
本
的
に
前
年

度
の
実
績
を
ベ
ー

ス
に
し
て
災
害
な

ど
の
特
殊
事
情
を

考
慮
し
て
金
額
を

決
め
て
い
き
ま
す

が
、
大
半
は
知
事

の
裁
量
で
す
。
付

き
合
い
が
あ
っ
た

り
選
挙
で
世
話
に

な
っ
た
選
挙
功
労

で
配
分
額
を
決
め

て
い
る
ん
じ
ゃ
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

三
木
県
政
や

圓
藤
県
政
時
代
は
、

市
町
村
課
長
や
総

務
部
長
も
配
分
権
限

を
持
っ
て
い
ま
し
た

が
、
五
期
目
に
入
っ
た

飯
泉
県
政
で
は
飯
泉

知
事
が
配
分
権
限
を

一
手
に
握
っ
て
い
る

と
思
わ
れ
ま
す
」（
県

Ｏ
Ｂ
）。

　

令
和
元
年
度
の
十

六
町
村
へ
の
特
別
交

付
税
配
分
総
額
は
約

四
〇
億
円
。
飯
泉
と

首
長
と
の
人
間
関
係

や
選
挙
功
労
、
忠
誠

度
や
従
順
度
な
ど
、

飯
泉
の
好
き
嫌
い
や

恣
意
、
政
治
判
断
で

配
分
額
が
決
め
ら
れ

て
い
る
特
別
交
付

税
。
石
井
、
神
山
、

佐
那
河
内
三
町
村
の

減
額
は
、
公
平
の

原
則
を
踏
み
外
し

た
飯
泉
の
「
忖
度

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」

と
言
わ
れ
て
も
仕

方
あ
る
ま
い
。

　

約
四
〇
億
円
の
配

分
で
度
量
の
狭
さ
を

見
せ
つ
け
た
飯
泉
。

三
町
村
長
の
背
景
に

存
在
す
る
県
民
の

顔
は
見
え
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。

　

公
平
の
原
則

　

公
平
の
原
則

踏
み
外
す
「
驕

踏
み
外
す
「
驕

れ
る
知
事
」

れ
る
知
事
」

　

飯
泉
の
裁

量
で
決
め
ら
れ

る
十
六
町
村
の

特
別
交
付
税
。

交
付
金
額
の
決

定
通
知
も
紙
切

れ
一
枚
。
交
付

額
決
定
の
詳
細

な
根
拠
は
町
村

に
示
さ
れ
て
い

な
い
。

　
「
交
付
額
が

前
年
度
よ
り
下

が
っ
た
時
は
市

町
村
課
長
、
上

が
っ
た
時
は
飯

泉
知
事
か
ら
電

話
連
絡
が
入
り

ま
す
が
、
交
付

額
が
な
ぜ
こ
の

金
額
に
決
ま
っ

た
の
か
に
つ
い

て
は
詳
細
な
説

明
が
な
い
ん
で

す
」（
町
村
長
の

一
人
）。

　

昨
年
知
事
選
で

「
ア
ン
チ
飯
泉
」
に

回
っ
た
首
長
を
特

別
交
付
税
の
減
額

配
分
で
締
め
付
け

る
飯
泉
。
全
国
知
事

会
長
と
し
て
コ
ロ

ナ
対
策
で
も
っ
と

も
ら
し
い
綺
麗
ご

と
を
並
べ
る
が
、
年

で
「
給
与
カ
ッ
ト
」
を

打
ち
出
し
た
首
長

の
カ
ッ
ト
期
間
は

「
四
年
の
任
期
」
が

多
い
。
例
え
ば
、
埼

玉
県
の
行
田
市
。
石

井
市
長
が
選
挙
公

約
の
「
給
与
の
五

十
％
カ
ッ
ト
」
を
任

期
の
四
年
間
行
う
。

　

山
口
県
長
門
市
で

は
、
江
原
市
長
が
選

挙
公
約
の
「
給
与
の

二
十
％
カ
ッ
ト
」
を

任
期
の
四
年
間
行

う
。
県
内
で
は
阿
南

市
の
表
原
市
長
が
市

長
選
で
「
給
与
の
五

十
％
カ
ッ
ト
」
を
公

約
。
カ
ッ
ト
期
間
は

任
期
の
四
年
間
だ
。

　

給
与
カ
ッ
ト
は

　

給
与
カ
ッ
ト
は

市
長
の
胸
三
寸

市
長
の
胸
三
寸

　

市
長
就
任
一
年

目
の
内
藤
市
長
。
民

間
保
育
園
へ
の
補

助
金
取
り
止
め
問

題
で
は
、
事
業
者
や
保

護
者
ら
の
反
発
を
招
き
、

水
面
下
で
リ
コ
ー
ル
運

動
の
準
備
が
進
ん
で
い

る
。
周
辺
六
市
町
で
取
り

組
む
ご
み
処
理
施
設
整
備

事
業
で
は
、
建
設
予
定
地

の
見
直
し
作
業
を
進
め
る

な
ど
、
五
市
町
の
不
信
感

を
招
い
て
い
る
。

　

市
役
所
内
で
は
、
幹

部
人
事
を
相
次
い
で
実

施
。「
幹
部
が
こ
ろ
こ
ろ

代
わ
る
。
ど
っ
し
り
と

落
ち
着
い
た
仕
事
が
で

き
る
の
か
」
と
猫
の
目

人
事
が
職
員
の
や
る
気

を
低
減
さ
せ
て
い
る
。

　
「
他
の
政
策
と
違
っ

て
、
給
与
カ
ッ
ト
は
内

藤
市
長
の
胸
三
寸
。
職

員
に
『
市
役
所
は
緩
い
』

と
行
財
政
改
革
の
見
直

し
を
指
示
し
、
職
員
の

給
与
カ
ッ
ト
も
ち
ら
つ

か
せ
る
内
藤
市
長
が
『
給

与
の
五
十
％
カ
ッ
ト
は
一

年
で
見
直
し
ま
す
』で
は
、

選
挙
で
内
藤
氏
を
選
ん
だ

市
民
だ
け
で
な
く
、
市
職

員
間
に
も
『
内
藤
離
れ
』

が
急
速
に
進
む
の
で
は
」

（
市
関
係
者
）。

　

問
わ
れ
る
行
財
政

　

問
わ
れ
る
行
財
政

改
革
の
本
気
度

改
革
の
本
気
度

　

市
長
給
与
の
カ
ッ
ト

問
題
を
「
他
の
首
長
の

状
況
や
市
財
政
、
社
会

経
済
状
況
を
踏
ま
え
て

毎
年
度
判
断
す
る
」
と

す
る
内
藤
市
長
や
市
当

局
。
民
間
企
業
が
コ
ロ

ナ
禍
の
打
撃
を
受
け
、

徳
島
市
も
税
収
ダ
ウ
ン

が
想
定
さ
れ
る
状
況
を

勘
案
す
れ
ば
、
答
え
は
、

給
与
の
五
十
％
カ
ッ
ト

の
継
続
だ
。

　

行
財
政
改
革
へ
の
取

り
組
み
を
市
民
や
職
員

に
理
解
し
て
も
ら
う
な

ら
、
給
与
条
例
を
改
正

し
て
、
一
年
ご
と
で
は

な
く
「
任
期
満
了
ま
で

の
給
与
五
十
％
カ
ッ
ト
」

を
打
ち
出
す
な
ど
、
行
財

政
改
革
の
本
気
度
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
率
先
し
て
発

信
す
べ
き
だ
ろ
う
。

症
者
を
移
動
さ
せ
る
。
借

上
げ
期
間
は
二
ヵ
月
だ
。

ホ
テ
ル
側
は
予
約
し
て
い

た
一
般
客
に
宿
泊
を
キ
ャ

ン
セ
ル
し
て
も
ら
っ
た
。

　

高
知
県
と
高
知
サ
ン
ラ

イ
ズ
ホ
テ
ル
は
今
年
八
月

末
、
軽
症
者
受
入
れ
の
協

定
を
締
結
し
た
。
高
知
県

は
借
上
げ
料
を
情
報
開
示

し
な
い
が
、
協
定
で
は
借

上
げ
料
が
発
生
す
る
の

は
、
軽
症
者
の
受
入
れ
が

実
際
に
ス
タ
ー
ト
し
た

十
二
月
十
二
日
か
ら
だ
。

　

実
際
に
軽
症
者
の
受

入
れ
が
始
ま
っ
た
日
か

ら
借
上
げ
料
を
支
払
う

高
知
県
と
比
べ
、
徳

島
県
は
公
費
垂
れ

流
し
だ
。
東
横
イ

ン
徳
島
駅
眉
山
口

を
借
り
上
げ
た
が
、

受
入
れ
る
軽
症
者

が
い
な
か
っ
た
の

に
、
借
り
上
げ
た

五
月
八
日
か
ら
ホ

テ
ル
側
に
借
り
上

げ
料
を
支
払
っ
て

い
た
。
利
用
す
る

軽
症
者
が
い
な
い

「
無
人
の
コ
ロ
ナ
療

養
用
ホ
テ
ル
」
に

一
日
一
一
八
万
円

の
借
り
上
げ
料
を

払
い
続
け
て
い
た
。

　

県
医
療
政
策
課
に
よ

る
と
、
東
横
イ
ン
と
の

借
上
げ
契
約
は
現
時
点

で
は
五
月
八
日
か
ら

来
年
一
月
末
ま
で
。
部

屋
数
は
百
室
（
九
月

一
日
か
ら
は
百
五
十

室
）。
借
上
げ
料
は

三
億
一
、九
〇
〇
万
円
。

こ
れ
ま
で
述
べ
三
二
二

人
を
受
け
入
れ
た
と
い

う
が
、
一
日
平
均
の
受

入
れ
者
は
十
人
以
下
だ
。

十
二
月
二
十
三
日
の
受

入
れ
者
は
ゼ
ロ
だ
。

　

コ
ロ
ナ
禍
の
直
撃
を

受
け
る
飲
食
業
界
へ
の

対
応
で
も
、
高
知
県
と

徳
島
県
の
差
異
は
際

立
っ
て
い
る
。

　

高
知
県
は
十
二
月

十
六
日
か
ら
十
二
月

三
十
日
ま
で
県
内
全
域

の
飲
食
店
に
営
業
時
間

を
午
後
八
時
ま
で
に
短

縮
す
る
よ
う
要
請
し
て

い
た
が
、
そ
の
「
時
短

要
請
」
を
一
月
十
一
日

ま
で
延
長
し
た
。
要
請

に
応
じ
た
店
舗
に
は
一

日
四
万
円
の
協
力
金
が

支
給
さ
れ
る
。

　

徳
島
県
の
飲
食
業
界

対
応
は
無
策
ぶ
り
が
顕

著
だ
。「
宿
泊
料
を
助

成
す
る
『
と
く
し
ま

応
援
割
』
を
継
続
す

る
な
ど
、
徳
島
県
は

ホ
テ
ル
・
旅
館
業
界

を
手
厚
く
サ
ポ
ー
ト

し
ま
す
が
、
顧
客
激

減
の
飲
食
業
界
は
ほ

と
ん
ど
ほ
っ
た
ら
か

し
。
年
末
に
店
仕
舞

い
す
る
飲
食
店
が
続

出
す
る
の
で
は
」（
飲

食
業
界
関
係
者
）。

　

師
走
の
街
に
吹
き
荒

れ
る
「
コ
ロ
ナ
旋
風
」。

自
治
体
の
コ
ロ
ナ
対
策

も
明
暗
が
く
っ
き
り
際

立
っ
て
い
る
。

　

県
内
十
六
町
村
に

　

県
内
十
六
町
村
に

四
〇
億
二
、
九
九
三

四
〇
億
二
、
九
九
三

万
円
万
円

　

特
別
交
付
税
は
、
国

が
全
国
自
治
体
に
配

分
す
る
地
方
交
付
税

の
一
つ
。「
財
源
不
足

額
」
を
基
準
に
配
分
さ

れ
る
普
通
交
付
税
と

は
違
い
、「
特
別
の
財

政
需
要
」
を
基
準
に
配

分
さ
れ
る
。
配
分
総

額
は
地
方
交
付
税
の

六
％
だ
。
原
則
と
し
て

年
二
回
（
十
二
月
と
三

月
）
交
付
さ
れ
る
。

　

県
内
二
十
四
市
町
村

の
場
合
、
令
和
元
年
度

の
交
付
総
額
は
一
〇
五

億
九
、
四
九
四
万
円
。

内
訳
は
八
市
分
が
六
五

億
六
、
五
〇
一
万
円
、

十
六
町
村
分
が
四
〇
億

二
、九
九
三
万
円
（
別

表
参
照
）。
交
付
さ

れ
た
特
別
交
付
税
は

普
通
交
付
税
同
様
、

市
町
村
の
一
般
会
計

に
組
み
込
ま
れ
、
行

政
運
営
の
財
源
と
し

て
活
用
さ
れ
る
。

　

減
額
さ
れ
た
の

は
、
石
井
、
神
山
、

は
、
石
井
、
神
山
、

佐
那
河
内
の
三
町

村
だ
け

村
だ
け

　

令
和
元
年
度
に
県

内
十
六
町
村
に
配
分

さ
れ
た
四
〇
億
二
、

九
九
三
万
円
の
特
別

交
付
税
。
そ
の
特
長

は
石
井
、
神
山
、
佐

那
河
内
の
三
町
村
だ

け
が
な
ぜ
か
減
額
さ

れ
て
い
る
こ
と
だ
。

　

減
額
理
由
の
一
つ

が
、飯
泉
に
よ
る
「
忖

度
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」。

特
別
交
付
税
の
十
六
町

村
分
は
、
国
が
県
に
総

額
を
通
知
し
、
県
が
十

六
町
村
分
へ
の
配
分
額

を
決
め
る
。
つ
ま
り
配

分
額
の
決
定
権
限
が
あ

る
の
は
飯
泉
だ
。

　

減
額
さ
れ
た
石
井
、

神
山
、
佐
那
河
内
の
三

町
村
の
共
通
項
は
、
首

長
が
「
ア
ン
チ
飯
泉
」

だ
と
い
う
こ
と
。
石
井

の
小
林
町
長
、
神
山
の

後
藤
町
長
は
自
他
と
も

に
認
め
る
後
藤
田
正
純

衆
院
議
員
の
シ
ン
パ
町

長
。
昨
年
四
月
知
事
選

の
町
内
得
票
数
で
は
、

後
藤
田
衆
院
議
員
が
支

援
し
た
岸
本
元
県
議
が

飯
泉
を
上
回
っ
た
。

　

佐
那
河
内
の
岩
城
村

長
も
後
藤
田
衆
院
議
員

の
シ
ン
パ
村
長
。
知
事

選
の
村
内
得
票
数
で
は

飯
泉
が
若
干
上
回
っ
た

が
、
飯
泉
が
内
藤
を
支

援
し
た
今
年
四
月
の
徳

島
市
長
選
で
は
遠
藤
を

支
援
し
た
。
知
事
選
や

県
内
首
長
選
で
「
ア
ン

チ
飯
泉
」
に
回
っ
た
三

町
村
が
軒
並
み
特
別
交

付
税
を
減
額
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
だ
。

　

配
分
は
県
が
決
め

　

配
分
は
県
が
決
め

る
が
、
マ
ニ
ュ
ア
ル

る
が
、
マ
ニ
ュ
ア
ル

は
不
在

は
不
在

　

県
市
町
村
課
に
よ
る

と
、
特
別
交
付
税
の
配

分
権
限
は
総
務
省
と
県

に
あ
る
。
市
分
は
総
務

省
が
各
市
の
配
分
額
を

決
め
、
各
市
に
通
知
す

る
。
町
村
分
は
、
ま
ず

町
村
が
約
二
百
項
目
の

算
定
項
目
ご
と
の
調
査

資
料
を
県
を
通
じ
て
総

務
省
に
提
出
。
総
務

省
が
内
容
を
チ
ェ
ッ
ク

し
、
県
に
交
付
総
額
を

通
知
。
県
が
各
町
村
の

配
分
額
を
決
め
、
各
町

　

コ
ロ
ナ
対
策
で
高
知
、

徳
島
両
県
の
差
異
が
浮
き

彫
り
だ
。
軽
症
者
用
に
借

り
上
げ
た
民
間
ホ
テ
ル
へ

の
公
費
支
出
問
題
。
実
際

に
軽
症
者
を
受
け
入
れ

た
日
か
ら
借
り
上
げ

料
を
支
払
う
高
知
県

と
、
軽
症
者
の
受
入
れ

前
か
ら
借
上
げ
料
を

大
判
振
舞
い
し
て
い

た
徳
島
県
。
原
資
は
共

に
国
の
交
付
金
。
血
税

利
用
の
コ
ス
ト
感
覚

は
大
違
い
だ
。

　

第
三
波
の
コ
ロ
ナ
禍
で

感
染
者
が
急
増
す
る
高
知

県
。
十
二
月
二
十
六
日
時

点
の
感
染
者
は
六
一
八

人
と
徳
島
県
（
一
九
五

人
）
の
三
倍
強
だ
。
高
知

県
は
「
特
別
警
戒
」
を
発

令
。感
染
者
対
策
と
し
て
、

十
二
月
十
二
日
か
ら
民
間

ホ
テ
ル
を
借
り
上
げ
、
軽

症
者
や
無
症
状
者
の
受
入

れ
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。

　

借
り
上
げ
た
ホ
テ
ル

は
、
高
知
市
の
高
知
サ
ン

ラ
イ
ズ
ホ
テ
ル
。
部
屋
数

は
約
八
十
室
。
現
在
医
療

機
関
に
入
院
し
て
い
る
軽

　

集
め
た
カ
ン
パ
は
何
に
使

わ
れ
て
い
る
の
か
。
管
理
職

か
ら
年
末
カ
ン
パ
を
集
め
て

い
る
徳
島
市
役
所
の
職
員
労

働
組
合
連
合
会
（
市
職
労

連
）。
名
目
は
「
春
闘
を
は

じ
め
と
し
た
闘
争
資
金
確

保
」
だ
が
、
カ
ン
パ
に
協

力
し
た
管
理
職
へ
の
使
途

報
告
は
な
し
。「
一
体
何
に

使
わ
れ
て
い
る
の
か
」
と

疑
問
を
呼
ん
で
い
る
。

　

同
市
職
員
労
働
組
合
書
記

局
に
よ
る
と
、
闘
争
資
金
カ

ン
パ
の
管
理
職
へ
の
協
力
要

請
は
年
一
回
。
協
力
す
る
か

ど
う
か
は
任
意
だ
が
、「
要

請
額
」
と
し
て
金
額
の
目
安

が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
部
長

級
・
副
部
長
級
・
課
長
級
が

一
人
一
万
円
、
課
長
補
佐
級

が
一
人
五
千
円
だ
。

　
「
任
意
の
カ
ン
パ
で
す

が
、
ほ
と
ん
ど
の
管
理
職

が
協
力
し
て
い
る
の
で
は
。

今
年
も
十
二
月
十
日
の

ボ
ー
ナ
ス
支
給
日

の
朝
、
組
合
関
係

者
が
集
金
に
来
ま

し
た
。
協
力
し
な

か
っ
た
場
合
の
デ

メ
リ
ッ
ト
に
つ
い

て
は
、
よ
く
わ
か

り
ま
せ
ん
」（
管

理
職
の
一
人
）。

　

約
三
十
年
前
か

ら
続
く
年
末
恒
例

の
闘
争
資
金
カ
ン

パ
。
市
長
部
局
だ

け
で
も
、
管
理
職

が
全
員
協
力
し
た
ら
、
総
額

は
百
万
円
を
超
え
る
。
問
題

は
そ
の
使
途
だ
。名
目
は「
諸

闘
争
の
資
金
確
保
」
と
い
う

勇
ま
し
い
も
の
だ
が
、
実
態

は
ど
う
な
の
か
。

　
「
文
面
で
は
そ
う
な
っ
て

い
ま
す
が
、
組
合
員
の
福
利

厚
生
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と

い
う
の
が
現
在
の
実
態
で

す
。
ボ
ー
リ
ン
グ
大
会
や
日

帰
り
旅
行
、
コ
ロ
ナ
対
策
と

し
て
マ
ス
ク
の
配
布
な
ど
も

行
っ
て
い
ま
す
。
使
途
内
容

は
組
合
員
に
き
ち
ん
と
報
告

し
て
い
ま
す
」（
書
記
局
の

元
木
氏
）。

　
「
組
合
員
に
は
使
途
報
告

し
て
い
る
」
と
説
明
す
る
市

職
労
組
だ
が
、
カ
ン
パ
に
協

力
し
た
管
理
職
に
は
な
ぜ
か

使
途
報
告
が
行
わ
れ
て
い
な

い
。「
カ
ン
パ
し
た
金
が
何

に
使
わ
れ
た
の
か
に
つ
い
て

は
報
告
を
受
け
た
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
百
万
円
を
超
え

る
金
を
集
め
る
わ
け
で
す
か

ら
、
協
力
し
た
人
た
ち
に
は

使
途
を
き
ち
ん
と
報
告
す
べ

き
で
し
ょ
う
」（
市
関
係
者
）。

　

カ
ン
パ
に
協
力
し
た
管

理
職
へ
の
使
途
報
告
に
つ

い
て
、
書
記
局
の
元
木
氏

は
「
来
年
か
ら
は
報
告
を

検
討
し
た
い
」
と
の
見
解

だ
。
コ
ロ
ナ
禍
で
福
利
厚
生

の
各
種
イ
ベ
ン
ト
が
次
々
と

中
止
や
延
期
さ
れ
て
い
る
市

職
労
組
。
管
理
職
か
ら
い
っ

た
い
ど
れ
だ
け
の
カ
ン
パ
を

集
め
、
何
に
有
効
活
用
さ
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

年
末
恒
例
の
「
管
理
職
カ

ン
パ
」
に
つ
い
て
は
、
組

合
に
組
合
費
を
支
払
っ
て

い
る
職
員
か
ら
異
論
の
声

も
。「
敵
（
管
理
職
）
か
ら

カ
ン
パ
を
貰
う
と
は
。
恥

ず
か
し
く
な
い
の
か
と
！
。

し
か
し
、
払
う
理
事
者
も

情
け
な
い
。
何
の
メ
リ
ッ

ト
も
な
い
の
に
！
」。

　

コ
ロ
ナ
禍
で
税
収
減
が
想

定
さ
れ
、
待
っ
た
な
し
の
行

財
政
改
革
が
問
わ
れ
る
徳
島

市
。
内
藤
市
長
も
行
財
政
改

革
推
進
本
部
会
議
で
職
員
の

給
与
カ
ッ
ト
に
言
及
し
て
い

る
。「
壊
れ
か
け
て
い
る
徳

島
を
創
り
直
そ
う
」
と
抜
本

的
な
改
革
を
進
め
る
内
藤
執

行
部
に
対
し
、
組
合
は
ど
う

向
か
い
合
う
の
か
。「
管
理

職
カ
ン
パ
」
な
ど
を
原
資
に

し
た
「
特
別
闘
争
」
の
中
身

が
問
わ
れ
て
い
る
。

　

六
月
か
ら
半
額

　

六
月
か
ら
半
額

カ
ッ
ト
、
月
給
は
五

カ
ッ
ト
、
月
給
は
五

五
万
九
、
〇
〇
〇
円

五
万
九
、
〇
〇
〇
円

　

今
年
四
月
の
市
長
選

で
「
給
与
の
五
十
％
カ
ッ

ト
」
を
公
約
し
た
内
藤

市
長
。
六
月
一
日
か
ら

実
行
し
た
。
支
給
さ
れ

る
月
額
給
与
は
五
五
万

九
、〇
〇
〇
円
。
満
額（
一

一
一
万
八
、
〇
〇
〇
円
）

の
半
分
だ
。

　

カ
ッ
ト
し
た
の
は
月

給
だ
け
。
ボ
ー
ナ
ス
は

対
象
外
。
支
給
額
は
六

月
が
六
六
万
四
、
〇
九

二
円
、
十
二
月
が
二
一

四
万
六
、
五
六
〇
円
。

　

市
長
の
給
与
半
額

カ
ッ
ト
で
、
徳
島
市
は

市
長
よ
り
副
市
長
の
月

給
が
多
い
と
い
う
「
逆

転
現
象
」
が
起
こ
っ
て

い
る
。
二
人
い
る
副
市
長

も
給
与
が
十
％
カ
ッ
ト
さ

れ
て
い
る
が
、
支
給
額
は

久
次
米
第
一
副
市
長
が
八

〇
万
六
、
四
〇
〇
円
、
折

野
第
二
副
市
長
が
七
五
万

九
、
六
〇
〇
円
だ
。

　

カ
ッ
ト
す
る
の
は

　

カ
ッ
ト
す
る
の
は

来
年
三
月
ま
で
、
後

来
年
三
月
ま
で
、
後

は
未
定

は
未
定

　

公
約
を
実
行
し
て
い
る

内
藤
市
長
。
だ
が
、
こ

の
「
給
与
の
五
十
％
カ
ッ

ト
」
は
来
年
三
月
ま
で
期

間
限
定
だ
っ
た
。
そ
れ
以

降
は
未
定
だ
。
問
題
は
来

年
四
月
か
ら
は
ど
う
す
る

の
か
。「
五
十
％
カ
ッ
ト
」

を
継
続
す
る
の
か
、
見
直

す
の
か
。
内
藤
市
長
は
結

論
先
送
り
だ
。

　

市
長
給
与
の
カ
ッ
ト

問
題
は
今
年
五
月
の
市

議
会
総
務
委
員
会
で
取

り
上
げ
ら
れ
た
。
市
長

の
見
解
は
「
他
の
首
長

の
給
与
カ
ッ
ト
の
状

況
を
見
な
が
ら
議
会

に
諮
り
た
い
」。
市
長

選
で
訴
え
た
「
給
与

の
五
十
％
カ
ッ
ト
」

は
、
四
年
間
の
任
期

を
対
象
に
し
た
も
の

で
は
な
く
、
一
年
ご

と
に
判
断
す
る
と
い

う
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー

ス
の
公
約
だ
っ
た
。

　

指
摘
さ
れ
る
「
公

　

指
摘
さ
れ
る
「
公

約
違
反
」
の
リ
ス
ク

約
違
反
」
の
リ
ス
ク

　

焦
点
は
こ
の「
ケ
ー

ス
バ
イ
ケ
ー
ス
の
公

約
」
が
市
民
の
理
解

を
得
ら
れ
る
か
。「
半

額
カ
ッ
ト
」
を
一
年

で
見
直
せ
ば
、「
公
約

違
反
だ
」「
選
挙
対
策

の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

だ
っ
た
の
か
」
と
の

批
判
が
噴
出
す
る
。

そ
の
リ
ス
ク
を
ど
う

考
慮
す
る
か
。

　
「
他
の
首
長
の
状
況

を
見
な
が
ら
…
」
と

言
う
が
、
選
挙
公
約
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来
年
四
月
予
定
の
阿
波
市
長
選
。
藤
井
市
長
が
再
選
出
馬
表
明
。
対
抗
馬
と
し
て
、同
市
出
身
の
県
内
マ
ス
コ
ミ
関
係
者
の
名
前
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
。（
来
年
十
一
月
予
定
の
藍
住
町
長
選
。
町
内
飲
食
関
連
企
業
の
女
性
経
営
者
が
出
馬
の
可
能
性
を
模
索
中
）。

Ｊ
Ａ
徳
島
市
が
死
去
し
た
預
金
者
の
親
族
と
預
金
引
き
出
し
問
題
で
ト
ラ
ブ
ル
。
親
族
が
「
対
応
し
た
幹
部
職
員
に
恫
喝
さ
れ
た
。
顧
客
本
位
を
定
め
た
金
融
庁
方
針
に
反
す
る
」
と
県
農
林
水
産
政
策
課
に
指
導
要
請
。
同
課
は
「
近
日
中
に
Ｊ
Ａ
徳
島
市
か
ら
事
情
を
聴
く
予
定
」。

　
「
給
与
の
五
十
％
カ
ッ
ト
」
は
、
選
挙
対
策
の
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
公
約
だ
っ
た
の
か
。
公
約
の
給
与
カ
ッ

ト
を
実
行
し
て
い
る
徳
島
市
の
内
藤
市
長
だ
が
、
カ
ッ

ト
が
決
ま
っ
て
い
る
の
は
来
年
三
月
ま
で
。
そ
れ
以

降
は
未
定
だ
。「
給
与
カ
ッ
ト
は
年
度
ご
と
に
判
断
す

る
」
と
の
こ
と
だ
が
、
も
し
カ
ッ
ト
を
撤
回
す
れ
ば
、

「
公
約
違
反
」「
朝
令
暮
改
」
の
批
判
必
至
だ
。

末
の
資
金
集
め
パ
ー

テ
ィ
ー
、
支
援
を
受
け

る
県
議
会
自
民
会
派

と
の
大
宴
会
な
ど
「
驕

れ
る
知
事
」
の
姿
は
見

苦
し
い
。
ま
さ
に
多
選

の
弊
害
を
体
現
し
た

末
期
症
状
だ
。

　

徳
島
の
居
酒
屋
で
ア
ル
バ

イ
ト
を
し
て
い
る
結
菜
ち
ゃ

ん
。「
仕
事
（
ア
ル
バ
イ
ト
）

も
遊
び
も
全
力
で
楽
し
ん
で

い
ま
す
」
と
ニ
ッ
コ
リ
。

　

先
日
も
友
達
数
名
と
「
回

転
寿
し
を
何
皿
食
べ
ら
れ

る
か
」
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
を

行
っ
た
の
だ
と
か
。
目
標

は
三
十
皿
だ
っ
た
が
、
二

十
七
皿
で
力
尽
き
た
の
が

残
念
だ
っ
た
と
い
う
。

　

夢
は
「
皿
が
廻
ら
な
い

寿
司
屋
で
腹
一
杯
お
寿
司

を
食
べ
る
こ
と
」
と
い
う

結
菜
ち
ゃ
ん
。
物
凄
く
平

和
な
野
望
だ
。

　

最
近
の
悩
み
は
飼
い
犬

が
懐
い
て
く
れ
な
い
こ
と
。

「
私
が
家
に
帰
っ
て
も
無
視

す
る
ん
で
す
。
だ
け
ど
い

つ
か
懐
い
て
く
れ
る
よ
う

に
努
力
し
ま
す
」。
頑
張

れ
！
結
菜
ち
ゃ
ん
。

No.69

【
野
菜
の
安
全
性
】

　

最
近
は
八
百
屋
や
ス
ー

パ
ー
以
外
で
も
野
菜
を
気
軽

に
買
う
こ
と
が
で
き
る
。
道

の
駅
や
道
端
の
直
売
所
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
購
入
す
る

こ
と
も
で
き
る
の
だ
。

　

し
か
し
、
あ
る
大
学
の

某
研
究
室
が
抜
き
打
ち
で

野
菜
を
購
入
し
検
査
し
た

結
果
、
基
準
値
を
大
き
く

超
え
た
農
薬
が
使
わ
れ
た

野
菜
が
か
な
り
の
頻
度
で

見
つ
か
っ
た
と
い
う
。

　

Ｊ
Ａ
系
の
農
家
の
野
菜

は
基
準
値
を
遵
守
し
て
い

る
た
め
安
全
性
は
極
め
て

高
い
の
だ
が
、
問
題
は
非

Ｊ
Ａ
系
の
野
菜
だ
。

　

Ｊ
Ａ
系
の
野
菜
は
Ｊ
Ａ

と
い
う
厳
正
な
チ
ェ
ッ
ク

機
関
の
検
査
を
受
け
る
が
、

非
Ｊ
Ａ
系
の
野
菜
、
つ
ま

り
直
売
り
の
野
菜
に
は
検

査
が
全
く
行
わ
れ
て
い
な

い
と
い
う
の
だ
。

　

そ
れ
で
も
道
の
駅
や
直
売

所
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の

非
Ｊ
Ａ
系
販
売
で
は
、
責
任

を
明
確
に
す
る
た
め
か
、
生

産
者
の
写
真
や
プ
ロ
フ
ィ
ー

ル
な
ど
を
開
示
し
て
い
る
。

要
は
信
用
取
引
な
の
だ
。

　

ま
た
有
機
野
菜
な
ど
の

肥
料
の
材
料
と
な
る
家
畜

の
た
い
肥
も
問
題
だ
。
家

畜
の
飼
料
も
最
近
で
は
外

国
製
の
も
の
が
多
く
、
そ
れ

ら
は
遺
伝
子
組
み
換
え
さ
れ

た
怪
し
い
も
の
も
多
く
含
ま

れ
て
い
る
と
い
う
の
だ
。

　

徳
島
県
下
の
Ｊ
Ａ
系
農

家
の
野
菜
は
、
農
薬
の
基

準
値
の
チ
ェ
ッ
ク
を
厳
正

に
行
っ
て
い
る
た
め
、
安

心
し
て
野
菜
を
食
べ
る
こ

と
が
で
き
る
の
だ
。

　

特
別
交
付
税
の
減
額
は
飯
泉
の
「
忖
度
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
だ
っ
た
の
か
。

令
和
元
年
度
の
特
別
交
付
税
が
減
額
さ
れ
た
石
井
、
神
山
、
佐
那
河
内
の
三

町
村
。
共
通
す
る
の
は
「
ア
ン
チ
飯
泉
」。
三
町
村
の
住
民
は
「
い
じ
め
減

額
は
や
め
ろ
」
と
怒
り
の
声
を
上
げ
る
べ
き
だ
。（
文
中
敬
称
略
）。

　
「
投
書
コ
ー
ナ
ー
」
で

前
回
紹
介
し
た
女
性
県

職
員
の
年
賀
は
が
き
販

売
問
題
。
郵
便
局
長
の

妻
で
あ
る
女
性
職
員
が

県
庁
内
で
年
賀
は
が
き

を
販
売
し
て
い
る
こ
と

を
問
題
視
し
た
投
書
だ
。

概
要
は
次
の
通
り
。

　
「
●
●
郵
便
局
長
は
こ

の
時
期
、
県
庁
に
よ
く
出

入
り
し
て
い
る
。
そ
の
目

的
は
職
員
へ
の
年
賀
は
が

き
の
販
売
で
あ
る
。
●
局

長
の
妻
は
県
庁
の
職
員

で
、
彼
女
が
年
賀
は
が
き

の
注
文
取
り
を
し
て
い

る
。
私
企
業(

日
本
郵
便)

の
販
売
活
動
を
公
務
員
が

し
て
良
い
訳
が
な
い
。　

　

●
局
長
は
公
務
員
で
あ

る
妻
の
注
文
取
り
が
違
法

で
あ
る
と
知
り
な
が
ら
、

妻
の
お
か
げ
で
相
当
な
数

の
年
賀
は
が
き
を
県
庁
職

員
に
販
売
し
て
い
る
。
あ

ま
り
に
も
堂
々
と
し
た
夫

婦
二
人
三
脚
で
の
営
業
活

動
で
あ
る
。
違
法
性
に
県

も
気
付
か
な
い
の
か
、
気

付
い
て
い
て
注
意
し
な
い

の
か
？
」

※
「
投
書
」
に
対
す
る
女

性
職
員
の
反
論
は
次
の
通

り
だ
。

　
「
数
年
前
か
ら
同
期
入

庁
の
複
数
の
友
人
に
、『
も

し
年
賀
は
が
き
を
買
う
な

ら
、
●
●
郵
便
局
で
買
っ

て
あ
げ
て
』
と
声
を
掛
け

て
い
る
。
強
制
で
は
な
く
、

単
な
る
案
内
だ
。

　

声
を
掛
け
る
の
は
、
一

緒
に
ラ
ン
チ
を
食
べ
に

行
っ
た
時
な
ど
。
仕
事
中

に
年
賀
は
が
き
の
購
入
を

案
内
し
た
こ
と
な
ど
な

い
。
県
庁
内
で
年
賀
は
が

き
や
代
金
の
受
け
渡
し
な

ど
や
っ
た
こ
と
は
な
い
。

　

な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
を
言

わ
れ
る
の
か
、
ま
っ
た
く

わ
け
が
わ
か
ら
な
い
」。

▲約４０億円の特別交付税を１６町村に配分した飯泉知事。
首長が「アンチ飯泉」の三町村だけ減額。恣意的に冷遇した。

▲管理職に対し文書で任意カンパ
の協力を依頼した市職労組。

▲

予
約
客
を
キ
ャ
ン
セ
ル
し
、
十
二
月

十
二
日
か
ら
軽
症
者
の
受
入
れ
を
始
め
た

高
知
サ
ン
ラ
イ
ズ
ホ
テ
ル
。


